
宮城県がん登録管理事業実施要綱 

 

（目的） 

第１ 宮城県がん登録管理事業（以下「管理事業」という。）は，がん登録等の推進に

関する法律（平成二十五年十二月十三日法律第百十一号。以下「法」という。）の規

定に基づき，本県におけるがんの罹患，診療，転帰等の状況の把握及び分析その他の

がんに係る調査研究を推進することにより，医療行政，特にがん対策推進上の重要な

基礎資料とし，もって県民の保健衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 

（実施事項） 

第２ 県は，第１の目的を達成するため，次の掲げる事項を行う。 

（１）法に規定される事務（情報の収集，記録，保存及び提供等） 

（２）法第２２条第１項第１号に規定される情報の管理等（追跡調査，集計解析及び情

報の提供等） 

（３）第１号及び第２号により得られた情報による罹患確定統計等基礎資料の作成 

（４）その他，管理事業に必要な事務 

 

（実施方法） 

第３ 管理事業を円滑に推進するため，業務の一部または全部を委託することができる

ものとする。 

 

（その他） 

第４ この要綱に定めるものの他，この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

宮城県がん登録管理事業実施要領は廃止する。 
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